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平成26年３定 予算特別委員会（部審査） 開催状況
開催年月日 平成２６年９月３０日

質 問 者 民主党・道民連合 高橋 亨委員

担 当 部 課 総合政策部交通政策局交通企画課・新幹線推進室

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 北海道新幹線について

（一）新幹線の交流人口等について （新幹線推進室参事）

１ 交流人口等の調査について 新幹線の交流人口等の調査などについてでございます

第２回定例会予算特別委員会において、私が指摘 が、平成15年度に北海道経済連合会が公表した調査結

しました北海道新幹線の交流人口について、このほ 果によると、新幹線の新函館北斗駅の利用者数は、１日9,

ど、具体的な調査が行われることになったようですが、 500人と推計されておりますが、これは新駅での往来数で

どのような手法でいつ頃までに明らかになるのかお聞 ありますことから、「北海道新幹線開業戦略推進会議」で

きします。 は新幹線開業後の二次交通ネットワークの充実などに向

けた取組を促進するため、その内訳をはじめ、新駅から次

の目的地や移動手段の利用意向などにつきまして、調査

を行うこととしたところでございます。

調査は、現在、過去３年以内に函館駅や函館空港など

を利用して、北海道と本州を往来した方2,000人を対象と

いたしまして、インターネットを活用して実施しているところ

でございまして、可能な限り早期に、調査結果を地域の交

通事業者や経済団体、市町村等に提供できるよう、とりま

とめを急ぐこととしているところでございます。

今、お話がございましたけれども、当初、9,500人と

いうのが来る人数だと思いがちなんですが、しかし、交

流人口ですから、単純に割ってその半分、こちらから

行く方もいらっしゃいますんで、それらのことが様々な

計画のもとになる訳ですから、前回指摘させていただ

きましたけれども、早急にこれらを調べていただいて、

様々な計画に資するようにしていただきたいというふう

に思うわけでございます。

２ 新駅からの二次交通について （交通ネットワーク担当課長）

次に、過日、函館市議会の北海道新幹線新函館 新函館北斗駅からの二次交通についてでありますが、

北斗駅開業に関する調査特別委員会、この調査が行 新幹線を利用して来道する方々が、新函館北斗駅からど

われたわけでございますけれども、この中でですね、Ｊ のような交通機関を利用してどこへ向かうのかといった二

Ｒ北海道が、これも道がお聞きになっているかどうかわ 次交通の利用形態についてただ今ご答弁させていただい

かりませんけれども、新幹線定員７３１名の場合であっ た調査を行っているところでありまして、道では、早急に、

ても函館駅までアクセス列車に乗り継ぐ客は約２４０人 今後調査結果を取りまとめた上で、新幹線を利用する方

というふうに想定しているということでございます。この 々がＪＲのほか、バスやレンタカー、航空機などによって、

場合、他の二次交通も含めてどのように想定をされて それぞれの目的地へ円滑に移動できるよう官民連携して、

いるのかをお聞きしたいと思います。 具体的な人の流れを想定した二次交通ネットワークの整

備に向けた検討を加速してまいる考えでございます。

２－再 アクセス列車の利用について （交通ネットワーク担当課長）

アクセス列車が２４０名ということになると、後は団体 アクセス列車の利用に関してでございますが、ＪＲ北海

客、それから地元客ということなんですが、団体客がバ 道からは具体的に利用人数の想定人数は示されておりま

スを使って、地元客がマイカーを使ってというふうに想 せん。私どもとしましては、先ほど申し上げました調査結果

定されているようでございますけれども、この想定の中 に基づきまして、今後利用形態を想定した二次交通の整

でアクセス列車が３両編成となっているわけでございま 備について検討して参りたいと考えているところでござい

して、そうなるとＪＲはこの２４０名の根拠、そしてアクセス ます。

列車３両、他の方々は団体客がバス、そして一般の個

人客・地元客がマイカーという根拠はどこにあるのでし

ょうか。
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だとすると、早くＪＲからそのことをお聞きしなければ

いけないんじゃないですかね。もう２４０人というのは公

表して言っているわけです。そうすると他はどういうふう

にしていくのかということも含めて、一方で、函館の方

ではそのことをＪＲ北海道とやっていて、道の方はそこ

のことを知らないということにはならんというふうに思う

わけですから、そこはちゃんときちっとＪＲ北海道とやり

取りしていただいて、改めて二次交通の対策といいま

すか、対応をどうするのかをきちんとしていただかなけ

ればいけないと思うわけでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。

３ 運行計画について （新幹線推進室参事）

新青森～新函館北斗間を運行する新幹線のうち、 北海道新幹線の運行計画についてでございますが、東

東北新幹線への直通運転を想定した運行体系、運行 北新幹線へ直行運転する本数はまだ明らかになっており

本数はまだ決まっていないとのことでございますが、す ませんが、ＪＲ北海道では、新函館北斗・新青森間を運行

なわち、下り便は東京から直接新函館北斗駅に乗り入 する新幹線については、現在、函館・新青森間を運行して

れる便もあれば、新青森駅から乗り換える便もあると理 おります特急列車の１日１０往復を上回る列車本数にした

解して良いのか、お聞きをしたいと思います。 い考えと承知しております。

先行する北陸新幹線の例によりますと、区間ごとの運転

本数などを示す運行計画については、開業の約半年前に

ＪＲ各社からその概要が発表されているところでございます

が、沿線自治体や経済団体などからは早期の運行計画の

公表を望む声があるところでございまして、道としては、引

き続き、ＪＲ北海道に対し、できるだけ早期に情報提供が

行われるよう働きかけてまいりたいと考えております。

３－再 運行計画について （新幹線推進室長）

詳しいダイヤは今お話があったように、半年前でな 北海道新幹線の運行計画についてでございますけれど

ければ出ないと思います。しかし、東北新幹線から直 も、ＪＲ北海道では、今後、東北新幹線の営業主体でありま

接新函館北斗駅に乗り入れるのか、さらに切り離しを すＪＲ東日本とＪＲ貨物と調整を図った上で、運行計画を決

するのか、乗換で入ってくるのかということをはじめ、想 定すると承知しておりまして、現在のところ、その具体的な

定されることでしょうし、私たちは今まで直接入ってくる 内容については明らかにされていないというところでござ

ものだとばかり思っていたものですから、そうではない います。

という状況が言葉のニュアンスから窺えるとすれば、こ いずれにいたしましても、沿線自治体や経済団体など

れは地元とすると、受け止め方が大分違いますから、 から、早期の運行計画の公表を望む声があるところでござ

これもきちっと把握しておくべきではないかと思います いまして、道としては、引き続き、開業戦略推進会議など

が、いかがですか。 の場を通じまして、ＪＲ北海道に対しまして、できるだけ早

期に情報提供が行われるよう働きかけてまいりたいと考え

ております。

先ほども申し上げましたけれども、具体的なダイヤが

どうなるかというのは、まだ時間が掛かるとは思います

が、入ってくるというのはどういう形態で入ってくるのか

というのをですね、早急に調べていただいて、対応し

ていただかないといかがなものかと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

４ 東京駅までの所要時間について （新幹線推進室長）

新函館北斗駅から東京駅までの所要時間を４時間 新函館北斗・東京間の所要時間についてでございます

９分と想定していますが、一部の便については停車駅 が、委員ご指摘の運行ダイヤにつきましては、新函館北斗

を工夫をして、３時間台を目指すという求めに対しまし ・東京間の約８割が東北新幹線の区間でございますことか

て、ＪＲ北海道は、「営業主体としての立場から検討に ら、ＪＲ東日本などと調整を図った上で決定する必要がある

協力する」と、どちらかというと消極的な印象を受ける という考えを示したものと認識してございます。
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わけでございますが、その真意についての認識をお伺 道といたしましては、北海道新幹線の開業効果を道内

いしたいと思います。 はもとより、東北地域を含めて広域的に波及させ、交流人

口の更なる拡大と地域活性化を図るためには、新幹線の

メリットである時間短縮効果を最大限発揮させることが重

要と考えておりまして、今後とも、青森県や関係自治体等

と連携を一層密にしながら、国やＪＲ各社に対しまして、新

函館北斗・東京間における３時間台の運行の実現につい

て強く働きかけてまいりたいと考えております。

新幹線はスピードが命でございますから、そういう意

味で宣伝効果も上がっていくんだろうと思いますので、

その努力をひとつよろしくお願いしたいと思います。

（二）開業までのスケジュールについて （交通企画監）

開業まで１年半となりましたが、今後の開業スケジュ 北海道新幹線の開業に向けた取組などについてでござ

ール、開業イベント、記念事業、市民の意識醸成、観 いますが、開業まで１年半を切る中、ＪＲ北海道では、社長

光関連事業者の受け入れ体制などの具体的なスケジ をトップといたします「北海道新幹線開業準備対策本部」

ュールについてお聞きをしたいと思います。 を１０月１日付けで設置をいたしまして、今後、新幹線車両

の搬入でありますとか走行試験の開始など開業準備を加

速するものと、このように承知をしているところでございま

す。

道におきましては、開業に向けた気運を高め、開業効

果を最大限に発揮するための様々な取組を官民が連携し

て一層強力に進めていくこととしております。

このため、今年度におきましては、地域資源を生かした

滞在型観光地づくりに対して支援を行うなど受け入れ体

制の整備でありますとか、「新幹線こども教室」、或いは「レ

ールウォーク」といった市民意識の醸成、さらには、旅行代

理店の招聘や道内外のイベント会場などでのプロモーショ

ン活動に取り組んできているところでございまして、今後

も、１０月に東京で行われます「北海道フェアｉｎ代々木」を

はじめといたしまして、大宮、宇都宮、仙台などの東北新

幹線沿線駅、さらには、さっぽろ雪まつり会場などで、ＰＲ

活動を実施する予定としてございます。

また、開業年度でございます来年度におきましても、首

都圏や東北地域での大規模なキャンペーンでありますと

か、開業前及び開業日当日の記念イベントなど、年間を

通じて切れ目のない事業展開に努めまして、着実に開業

効果を取り込めるよう進めてまいる考えでございます。

開業にあたっての様々なキャンペーンについては、

委員会でもお話をさせていただいておりますけれども、

ディスティネーションキャンペーンに今回手を挙げなか

ったんですね、道はですね。従って、道はそれに勝る

とも劣らない開業時のイベントキャンペーンをしていくと

いうことに力を注いでいただかなければ、今回のディス

ティネーションキャンペーンに手を挙げなかったことが

後々になって悔いとして残ることになるわけでございま

すから、そのことも念頭に入れながら、様々なイベント、

ディスティネーションキャンペーンに負けないという形

で取り組んでいただきたいと思います。
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二 ＩＲについて

（一）検討会議について 〔勝木総務課長〕

１ 検討会議の構成について 検討会議についてでございますが、道では、地域か

８月２６日に発足した「北海道型ＩＲ検討会議」 らＩＲの誘致の要望があったことなどを踏まえ、本道の特

に総合政策部も参加していますが、その意義と、任 長や優位性を活かしたＩＲの経済波及効果や社会的影

務についてお聞きをしたいと思います。 響とその対策などについて検討し、北海道型ＩＲについ

て基本的な考え方を取りまとめることとしているところで

ございます。

このため、関係分野にわたる部局で組織する「北海

道型ＩＲ検討会議を」立ち上げ、検討調査を取り進めるこ

ととしたところであり、総合政策部は、国際化の推進、社

会資本の整備、航空路線や空港機能の整備、地域づく

りなどの観点からＩＲに関連する部局といたしまして、そ

れぞれ所管課がこの会議の構成員として参加している

ところでございます。

２ 検討会議への参加について 〔北村航空局参事〕

どちらかというと知事の政策に近いものもあるのでしょう 検討会議への参加についてでありますが、現在審議

から、そう言う意味からすると、総合政策部の方でその方 されておりますＩＲ推進法案において、ＩＲは、カジノのみ

にしっかりと噛んでいくと言うことかなと思っておりますけ ならず国際会議場、ホテル、ショッピングモール、レスト

れども、ＩＲにはですね、道内３市が手を上げている ラン、さらにはエンターテイメント施設などから成る複合

わけでございまして、誘致活動を進めております。 的な観光施設で、国際競争力の高い魅力ある観光地

それぞれの地域はですね、地域特性を生かした知 の形成の中核としての機能を備えたものと規定されて

事の言う「食と自然をコンセプトにしたＩＲ」につ おります。

いて模索されているのだろうと思うわけでございま ＩＲの検討に当たりましては、海外からの直行便により

すけれども、釧路市は、アイヌを、そして阿寒湖を 外国人観光客が多数往来する国際拠点空港として、新

中心とした構想を、小樽市は豪華客船が寄港する港 千歳空港の役割が重要でありますことから、航空局から

と滞在型の観光を中心とした構想を、苫小牧は新千 は、国際航空を担当する参事と、深夜・早朝時間帯の

歳空港という利便性を強調した構想をというふうに 発着枠拡大を担当する周辺対策担当参事である私が

思っておりますけれども、この度の検討会議に航空 検討会議に参加しているところでございます。

局参事が委員として参加し、その担当が新千歳周辺

対策ということになっているわけでございまして、

そうなりますとですね、うがった見方と言いますか、

巷間、噂されるのは、千歳インターの利用が当初見

込みから少ないことによってですね、新千歳空港に

近い地域が有力なのではないかと、さらには、誘客

のための空港と利用が芳しくない大型客船の停泊で

きる苫小牧新港という地の利もあると言うことでご

ざいますから、それを考えますと、千歳インターの

利用を少し活発化する、そして今言ったようにです

ね、空・海との連絡が、非常に利便性が良いだとか

言うことを考えると、千歳周辺が一番の候補地にな

るのかなということで考えるわけでございますが、

道はどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思い

ます。

（更問） 〔阿部新千歳空港周辺対策担当局長〕

今ですね、お考えをお示しになりましたけれども、これ 検討会議についてでございますが、道といたしまして

は、道として候補地を絞っていくと考えているのか、それ は、国内外から本道への空の玄関口である新千歳空港

とも３市独自の活動をですね見守っていくということにな を国際拠点空港として更に機能強化を行う必要があると

るのか、その辺をはっきりしていただかないと、道の立場 考えております。

はどういう立場なのか、良くわからん、というふうに思って いずれにいたしましても、北海道型ＩＲの検討に当たり

いるわけでございまして、そしてですね、３市のうち他のと ましては、国際拠点空港である新千歳空港の役割につ

ころはですね、様々なところが手をあげておりますけれど いて、今後とも検討してまいりたいと考えております。

も、絞りきってきているだろうと思っていまして、しかし、道

の場合は相変らず３市ということになるのですが、これは
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絞ると、いつごろまでに候補地をですね、整理をしていこ

うとお考えなのか、お聞きをしたいと思います。

（更問） 〔柴田総合政策部長〕

聞いているのはですね、３市それぞれが手をあげたま ＩＲに関する今後の検討のあり方についてでございま

まにするのか、道はその中でどういう役割を示すのか、３ すが、道といたしましては、ＩＲ推進法案の審議状況、更

市を絞っていく、そういう中間的なところに入っていくの には、社会的影響への対策など、国の動向を注視しな

か、更には、そうだとすれば、いつごろまでにですね、こ がら、今後、北海道型ＩＲの検討を進めてまいりたいと考

の絞り込みをしていくのかというふうに聞いたのですね、 えております。

新千歳空港の利用の問題ではないです。

（指摘）

私の聞いているところに直接お答えにならないですか

ら、それはそれで、また別の機会にお聞きをしたいという

ふうに思います。

３ カジノ誘致とまちづくりについて 〔飛田地域づくり支援局長〕

カジノ誘致に関わる懸念が地域に及ぼす影響、これは ＩＲと地域づくりについてでございますが、ＩＲにつきま

この予算特別委員会でも、道警にもお聞きしましたし、環 しては、複合的な観光施設とされておりまして、地域経

境生活部にもお聞きをさせていただきました。まさしく「ま 済の活性化、あるいは雇用の創出といった効果が期待

ちづくり」を進めるに当たって、カジノ誘致をどのような観 されているものと認識をいたしております。

点で捉えていくということをお考えなのかをお聞きをした 道といたしましては、これまでIRにつきましての地域

いと思います。 の取組を地域振興施策により支援してまいりましたとこ

ろでございますが、一方で、懸念されております治安の

悪化やギャンブル依存症などの社会的な影響への対

応策に関しまして、海外の事例を含めて調査を行って

いるところでございまして、ＩＲ誘致を表明しておられる

三市が、住民の方々の理解を得ながら検討を進められ

るよう、調査結果や国における検討状況などに関しまし

て、情報提供を行いますとともに引き続き地域の主体的

な取組を支援してまいりたいと、このように考えておりま

す。

経済的なものも含めて、プラスのことばかり見られてい

るようですけれども、マイナスの影響が非常に大きいとい

うふうにずっと思っていますし、このことについて、先ほど

も言ったように、賭博に関わっての刑法１８５条に関して

の問題、青少年育成条例の問題、これらも含めてそれぞ

れの部局にお話をお聞きをしたと思ってます。

プラスの分をかき消すくらいマイナスの分が多い、その

中でどうやってまちづくりをしていくのかということをお聞

きをしているわけでございまして、先ほどお話しをお聞き

しております、道の役割と、今のまちづくりに対する問題

も、すっきりと私のわかるような答弁になってございません

ので、これは知事総括でお話をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお取り計らいをお願いをしたいと思

います。
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三 人口問題について

（一）過去の人口減対策について

１ これまでの人口減少対策の取組について 〔佐々木政策局参事〕

人口問題はですね、これまで様々な切り口から取り組 これまでの人口減少対策についてでございますが、

まれてきたものだと思うわけでございます。残念ながらそ 道においては、これまで、地域における産業振興や医

の効果は目に見えるほどのものではなかったと思ってお 療の確保、安心して子どもを生み育てることができる環

ります。 境づくり、さらには、移住・定住や過疎・集落対策の推

知事は、自ら本部長となってこの問題に取り組む組織 進など、人口減少に対し、様々な取組を進めてきたと

として「人口減少問題対策本部」を庁内に設置をいたし ころでございます。

ました。そして、課題を洗い出す庁内ワーキングチーム こうした中、出生率については、近年回復傾向にあ

や、地域づくり連携会議での意見交換やアンケート調 るものの、若年女性の人口減少により、出生数自体が

査、有識者会議などで総合的に指針を取りまとめることと 減少するとともに、首都圏への人口流出に歯止めがか

しておりますが、まずは、これまで各部が取り組んできた からないことから、全国を上回るスピードで人口減少や

様々な計画や施策について検証がなされなければなら 高齢化が進み、地域経済や道民生活などへの影響が

ないと思いますが、検証についてのお考えをお聞きした 懸念されており、人口減少の進行の緩和などに向けた

いと思います。 施策の充実が必要であると認識しているところでござ

います。

このため、道では、人口減少問題への対応の検討

に当たりまして、関連する施策のこれまでの取組を踏

まえながら、今後対応が必要となる課題等について、

庁内ワーキングチームなどを通じて情報共有を図ると

ともに、出生率が高い市町村や、若年女性の人口減

少率が小さいと推計されている市町村の要因分析を

行うなど、効果的な取組のあり方について課題の整理

を進めてきているところでございます。

また、市町村長が参加する地域づくり連携会議にお

いても、例えば、少子化対策においては、出産支援や

補助よりも、子育てしやすい環境づくりが求められてい

るなど地域の声を伺っているところであり、さらに、有識

者会議などにおけるご議論も踏まえながら、関連する

計画や施策の見直しや検討を行い、総合的な取組指

針を取りまとめてまいる考えでございます。

【再質問】

１ これまでの人口減少対策の取組について 〔小野塚政策局長〕

人口問題というのは時間のかかる問題だと思ってます 関連施策の検証等についてでございますが、道に

し、この問題についても道も取り組んできたはずです。そ おきましては、これまで、少子化対策をはじめ、人口減

れぞれ縦割りかもしれません。それぞれの部局で、関係 少問題に対する様々な施策について、それぞれ対策

するところ、人口問題、少子化対策含めてやってきたと思 本部を設置するなどいたしまして取り組みを進めてき

いますが、どう検証なされてきたのかと。これは今までも、 たところでございますが、本道の合計特殊出生率は、

庁内に「北海道地域づくり推進本部」を庁内横断的な組 直近の平成２５年で１．２８と、前年を上回っております

織として作ってまいりました。さらには「北海道少子化対 ものの、依然として全国平均の１．４３を大きく下回って

策推進本部」も、これも横断的な組織として作ってきたわ 推移をしておりまして、また、道外への人口流出につき

けですね。で今また対策本部を作るんですよ。なんかよく ましても、平成２４年に７，５００人、２５年には９，１００人

わかんないですね。今までのじゃあこの対策本部はどう と大幅な転出超過の状況が続いているなど、全国を上

いう役目を果たしてどういうことができなかったのか、結果 回るスピードで人口減少が進行しておりますことから、

的に、それぞれの部局がやってきたそれぞれの計画が、 更なる施策の充実が必要であるというふうに認識して

どのようなことが実現できて、そして、できなかったのか、 いるところでございます。

そのことがない限りですね、新たなものを作っても全く以 このため、今後につきましても、地域づくり連携会議

前と同じものに、ただ名前を変える、箱を変えるだけの話 における地域の声、あるいは有識者会議におけるご意

になっていくんではないかと危惧をするわけですね。まず 見なども踏まえ、また、道内の特徴的な地域に関する

は検証あるべきだと思いますが、検証について再度、もう 分析も行いながら、関連する施策の見直しや検討を行

一度お聞きしたいと思います。 いまして、総合的な取組指針を取りまとめてまいる考え

でございます。
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２ 人口減少問題の対策本部について 〔佐々木政策局参事〕

これはですね、創成会議が２０４０年の人口推計を出し 人口減少問題の対策の推進についてでございます

てきてにわかに、道が、これらの問題について新たに様 が、道が、本年度、策定することとしている人口減少問

々な検討会議や庁内横断的な本部を作ることになったと 題に対する総合的な取組指針の取りまとめと推進に当

私は思うわけです。先ほどからお話しているように以前か たりましては、関連する施策が多岐にわたることから、

らずっとこの問題については取り組んできていますが、全 全庁を挙げた対応が必要と考えているところでござい

くといっていいほど効果がなかったというのが今の現状を ます。

表していると思っているんですけれども、しかしながらそこ このため、今後、知事をトップとする全庁横断的な対

のところは、あまり検証はなされてこなかったんではない 策本部を設置し、少子化・子育て対策、経済・雇用対

かと思っており、これは私どもも非常に責任のあるところ 策、生活・定住環境づくりなど、人口減少に対応する

だと思ってます。道議会の中にですね、特別委員会まで 課題を踏まえ、道政全般を見直すという視点から、全

も設置して、「少子・高齢社会対策特別委員会」も作って 庁の意識を更に高め、持続可能な地域社会の実現に

ますし、その前もですね、同じく少子化対策の特別委員 向けて必要な対策を総合的に検討し、取りまとめるとと

会も作ってきて、ずっと議論をしてきてますが、したがって もに、その推進に当たりまして、取組が急がれるものに

このずっと長い歴史の中で色々議論してきてますけれど ついては、来年度より速やかに実施し、中長期的な取

も、結果的に功を奏していないという状況でございます。 組が求められるものについては、各分野における計画

新たな計画、各部から出されてきたものに対して期待をし や総合計画などに反映させるなど、地域の実情に応

ながら、私たちも応援してきたつもりでございますけれど じ、計画的な推進に努めてまいる考えでございます。

も、決してそういう状況にはなっていなかったというのが

今の状況というふうに思います。

そういう意味からすると、改めてこの対策本部を作っ

て、色んな方から声を聞いて何をやるのかと。今までも色

んな方から声を聞いてやってきたんではないかというふう

に思うわけでございますが、どうもですね、果たしてこのき

ちっと検証がなされてきたかということになると、まだ検証

の途中というような印象を受けざるを得ないと思うわけで

ございます。

様々なファクターがあるんだろうと思ってますけれども、

未婚化は、結婚にその意義を見いだせない世代の価値

観だろうと思ってますし、晩婚化は仕事への興味がある

か、さらには出会いの場の減少、子育て相談や保育環境

が整っていないことや、放課後対策の未整備、地方にお

ける教育機関の撤退、都市部への進学、労働環境、所

得の格差など就業環境の劣化、産業の衰退などをどのよ

うに解決をしていくのかということについて、実効性、実現

性のあるトータルプランが必要だと思うわけでございます

が、新たな対策本部はどのような手法で、これらを押し進

めていくのかお伺いをしたいと思います。

３ 方向性を出すタイミングの時期について 〔小野塚政策局長〕

知事は、７月２９日来年度予算の概算要求に向けた自 対策の方向性についてでございますが、道では、人

民党さんの会合に出席したようでございまして、その時 口減少問題に関し、これまで、その現状・課題や対応

に、町村元官房長官から「道の対策はあまりぱっとしたも の方向などにつきまして、市町村長が参加する地域づ

のが無い」と苦言を呈されました。記者団に対しまして くり連携会議や、学識経験者、地域づくりの実践者等

は、「しかるべきタイミングに方向性を出す」と強調された からなる有識者会議などにおきまして、意見交換を行

と報道されておりますが、あれから２ケ月が経ったわけで ってきたところでございます。

ございますが、タイミングの時期は何時なのかお聞きをし 今後も、市町村はもとより、経済・産業団体の方々な

たいと思います。 どから幅広くご意見を伺いますとともに、有識者会議で

のご議論をいただきながら、本年度内に人口減少問

題に対する総合的な取組指針を取りまとめ、本道にお

いて必要な対策の方向性を示していく考えでございま

す。

また、国におきましては、安倍首相を本部長とする

「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、年内にも「長期

ビジョン」と「総合戦略」を決定することとされております
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けれども、道といたしましては、広域分散型で農山漁

村が多いなどといった本道の実情を踏まえた地域づく

りに向け、国の施策を効果的に活用できるよう、地域

特性に配慮した施策の展開について、様々な機会を

通じ、国に積極的に求めてまいる考えでございます。

年度末ということでございますけれども、これはずっと

年度末と言っているのでございますけれども、知事が言

った「しかるべきタイミング」と、それと意味が違うんではな

いかなと私は受け止めたというのでありまして、でなけれ

ば「年度末に」っていうはずですよ、記者団の方々に。し

かし記者の方々には「しかるべきタイミングで」という話を

しているわけでありますから、今お話があったように、年

度末ということとは意味合いが違うと私は感じるわけでご

ざいまして、「しかるべきタイミング」というのはですね、昨

日も、北口委員が質問をいたしましたけれども、自治のあ

り方条例、これも「しかるべき時期に」といいながらも６年

以上経っているのでございまして、それに対して「しかる

べき時期に」というのはどういうふうに受け止めているのか

わからないと思うわけでございますから、結局まあ知事の

「しかるべきタイミング」は、別に何も思っていないんだと

いうことの裏返しだというふうに思うわけでございます。

４ 人口目標について 〔柴田総合政策部長〕

北海道は、２０１０年の調査で人口約５５０万人となって 人口減少問題への対応についてでございますが、

おりますけれども、国立社会保障・人口問題研究所の推 本道におきましては、急速に進行する人口減少・少子

計では２０４０年に４１９万、日本創成会議では４０７万とな 高齢化に歯止めをかけるための効果的な取組を迅速

ってます。これは、これまでに取り組んできた様々な施策 に進めていくことが重要と考えておりますが、一方で、

が功を奏していない、この問題にも限界があるということ 生産年齢人口や年少人口の割合が低いといった人口

なのかもしれませんけれども、右肩上がりの展望だけで 構造にある中、自然減や社会減に対応し、有効な対

は無く、地に足の着いた対策も必要だと考えるわけでご 策を講じた場合にあっても、その効果が現れるまでに

ざいます。 は、長い時間を要し、人口の減少傾向が短期間に改

今後どう考えても今の人口を維持していくことは難しい 善されるものではないものと承知をいたしているところ

と思っています。その中において北海道のあり方を考え でございます。

ていく必要もあるものと思います。 このため、道といたしましては、中長期的な観点に

道は、将来の道内の人口目標を何処に置いているの 立って「日本創成会議」などが示す人口減少率が抑制

かお聞きをしたいと思います。 されるよう、出生率の向上に向けた少子化・子育て対

策をはじめ、人口流出を緩和するための地域産業の

振興や雇用の場の拡大といった人口減少の進行を緩

和するための取組を進めるとともに、人口減少により地

域に生じる様々な課題に対しましても適切に対応でき

るよう、総合的な人口減少問題への取組指針を取りま

とめてまいる考えでございます。

【指摘】

今、部長からお話がありましたけれども、これはいずれ

様々な手段を講じ、施策を講じて、この人口減少に歯止

めをかけていくといってもですね、どこまでいくかわけわ

からない、という状況ですね。

一定程度、今回もですね、この対策本部で作る様々な

施策は、どういうところに目標を置いていくのか、というの

がなければ、それぞれの施策ひとつひとつに進捗だと

か、ローリングだとかというのができない。これは今まで

も、それぞれの施策、各部の縦の施策、それから横の横

断的な本部がありましたけれども、そこでも、結果的に今
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の状況であるということはそういうことなんだろうと思うわけ

でございまして、きちっとした目標をもたなければならな

いという風に感じるわけですね。そしてその人口の問題

で少子化なんですが、先ほども申しましたけれども、若い

方々がですね、結婚して出産をして教育をして子育てを

してというようなところに、どういう問題があるのかということ

を的確にとらまえていかなければならない。将来子どもを

たくさん作るというよりも、今の子どもたちが大切にされて

いるのかどうなのかということを、虐待があってネグレクト

があってですよ、学校に行けばいじめがあって、そして子

どもの貧困があって教育格差があって、社会に出ればワ

ーキングプアということになって、正社員にもなれない、

結婚もできない、こういうような、子どもたちにとって、大切

にされていない今の時代、大切にされていない社会をど

う変えていくかということが大切なんです。今いる子どもた

ちが幸せだと思って大切にされなければならない。その

ことを見ると若い方々は子どもをつくろうという気持ちにな

るんですが、自分が子どもを産んでもこの子が幸せにな

るのか不幸になるのか、そう考えるとですね、自分の子ど

もが不幸になるというのがわかってて子どもをつくる方と

いうのはいらっしゃらない。これは当たり前の話だと思い

ます。したがって、様々なこれからの計画が大切だと思い

ますけれども、今いる子どもたちを大切にするという施策

をですね、きちっとしていかなければならないと思うわけ

でございます。そしてまた、先ほどからお話をしておりま

すように、人口問題、これまでもずっと取り組んでまいりま

した。結果は全然現れていないということも含めでありま

す。組織横断的なこともやりました。しかしそれも検証もま

だ道半ばということも含めて、人口問題につきまして知事

のお考えをお聞きしたいと思いますので、委員長のお取

りはからいをよろしくお願いしたいと思います。
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四 集団的自衛権に関することについて

（一）自衛隊員について

集団的自衛権ということでございます。7月に閣議決定

をしたということでですね、様々な二枚舌を使いながらで

すね、今までに至っている訳でございます。

戦争に行くということはないと言ってみたり、この地域に

は限定は無いんだと言ってみたり、自衛隊員は血を流さ

なければならない、アメリカの軍が日本の為に、若い方が

血を流すんであれば、「血の同盟」であると。したがって

日本の自衛隊員も血を流すべきだというのが、そういう話

をしている訳ですね。二枚舌を使っている訳ですね。一

方には良いことを言って、一方には違うことを言ってい

る。

今回の国連での演説もそうですよね、ご存じのとおりだ

と思いますけれども。この中ではですね、「世界に貢献を

する」ですとか、「不戦の誓い」とかと言ってますけれど

も、日本での演説では、「不戦の誓い」というのは２年連

続、その言葉は出していない。そして今、イスラム国への

アメリカの空爆が行われておりますけれども、これに対し

てアメリカは「集団的自衛権を行使をしている」と言ってい

る訳ですね。「イラクから頼まれた」と。イスラム国を攻撃

するのは集団的自衛権だと。このアメリカとの集団的自衛

権をですね、今度は具体的な形として、１２月にですね、

日米防衛協力指針・ガイドラインの中で、この具体的な中

身をですね精査をして、関連する法律を来年の統一選

挙の後に出していくと。こういうようなことを言っている訳

でございますけれども、これらのことも含めてですね、今

回のイスラム国への攻撃について集団的自衛権という文

言でですね、求められれば断ることはできないんではな

いかと言っている訳ですよね。

そういうようなことを考え合わせていきますと、ずっとこ

の間言っているように、国民に向かって言う言葉と外に向

かって国際的な立場で言うことは、全く別のことを言って

いるというふうに受け止めざるを得ない訳でございます。

１ 賞じゅつ金について 〔大内政策局参事〕

さて、各自治体におきましては、自衛隊員の募集につ 賞じゅつ金などについてでございますが、賞じゅつ

いて一定の事務局を担って、協力をしているというところ 金及び特別弔慰金とは、一定の職務に従事する隊員

もある訳でございますが、集団的自衛権を行使した場 が一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのた

合、これまでのＰＫＯにおいても北海道の自衛隊が派遣 めに死亡した場合などに弔慰等の意を表するととも

されていることからですね、道内に駐屯している身近な自 に、隊員が平素から安んじてその職務に専念し得るよ

衛隊員が時の政権によって海外に赴き戦死することが想 うにする目的から、そのご遺族などに対し授与される制

定をされる訳でございます。 度であり、こうした趣旨に基づいて、設けられているも

戦死における賞恤金及び特別弔慰金などについて道 のと認識しているところでございます。

としてどのように受け止められているのかお聞きをしたい

と思います。

２ 自衛隊員の派遣について 〔小野塚政策局長〕

先ほども申しましたけれども、安倍総理は、ことさらのよ 自衛隊員の派遣についてでございますが、自衛隊

うに「血の同盟」を強調しておりまして、自衛隊員に血を 法などに基づき、派遣される隊員は、災害派遣、海上

流すことを求めておるわけでございますけれども、戦地に 警備行動、国連平和維持活動等の職務に従事され、

赴いて様々な場面に遭遇して戦死した自衛隊員、これ これまでに任務中にお亡くなりになられた隊員もおら

は、どのように扱われるのか検討したということで、イラクＰ れるものと承知をしております。

ＫＯ派遣の時にですね、当時の先崎一陸幕長は「イラク 道といたしましては、厳しい環境の下に置かれる隊

で隊員が死亡したらどうするか密かに検討したと。隊員の 員やご家族の皆様のことを考えますと、何よりも無事に
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遺体を首相か最低でも官房長官が現地に赴いて引き取 帰還されることを願うものでございます。

り、防衛省で国葬を行うと。記帳所を設け、国民には哀悼

の誠を捧げてもらう。」というふうに話されたということです

けれども、道内から派遣された自衛隊員の死について道

はどのように受け止められるのかお聞きをしたいと思いま

す。

３ 自衛隊員の追悼について 〔大内政策局参事〕

まさしくですね、私どもも同じでございます。無事に帰 職務でお亡くなりになった隊員についてでございま

っていただくということを願う訳でございますけれども、今 すが、国及びその機関は、宗教的活動はしてはならな

までのＰＫＯとは全く違う立場でですね、派遣をされてい いこととされており、また、これまで職務でお亡くなりに

くということでございます。したがって当然のことながら相 なった隊員は、関連する規程などに基づきまして、そ

手との戦争、撃ち合いをやる訳でございますから、死とい のお考えやご遺族の意思を尊重した形で、追悼される

うのは当然のことながら身近な問題として出てくる訳でご ものと承知しているところでございます。

ざいます。 道といたしましては、ご本人及びご遺族のお考えに

それでですね、戦死した自衛隊はどうなるのか。家族 沿った対応がなされるべきものと認識しているところで

に遺体を返してそれで終わりなのか、それとも、靖国神社 ございます。

に英霊として祀られるのか、国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑な

のか、政教分離はどうなっていくのか、遺族の意思は尊

重されるのか、合祀を希望されない場合はどうするのか。

道としてどのように受け止められているのかお聞きをした

いと思います。

今お答えになったようにですね、ご本人とご遺族の意

思に沿う、これは当然、そういうことなんだろうなあというふ

うに思いますが、国のために戦死をしたということになれ

ば、その扱いは単に遺族の考えだけに止まるのかという

こともですね、これは危惧するところでございます。

まさしくこれからは、今までとは全く違うということを考え

ていかなければならないということです。

４ 自衛官募集について 〔出耒田市町村課長〕

これまでの自衛官募集と今後の自衛官募集とは、その 自衛官募集についてでございますが、都道府県及

募集内容において異質なものになると思う訳でございま び市町村は、国からの法定受託事務として、自衛官の

す。 募集に関する事務の一部を行うこととされております。

テレビのＣＭでは、ＡＫＢの島崎遙香さんを使って、 道におきましては、毎年、北部方面総監部と協議を

「大地や空や海のように果てしない夢が広がっていま 行い募集期間や採用試験の期日及び会場を告示す

す。」と募集をしているようですが、夢と希望に満ちた自 るなどの自衛官の募集に関する事務を行っているとこ

衛官をその時に非常に強調している訳ですけれども、そ ろでございます。

れは現実的ではありません。募集時には、まさしく海外で 自衛官の募集に関する今後の対応につきましては、

の死をも覚悟する職業であることをきっちり伝えることが 国から示されていないところでございますが、道といた

必要になってきますが、集団的自衛権行使の閣議決定 しましては、今後とも市町村と連携をしながら適切に対

が今後の自衛官募集に、どのように影響するとお考えな 応してまいる考えでございます。

のか、お聞きしたいと思います。

４ 自衛官募集について － 再 〔柴田総合政策部長兼地域振興監〕

適切に対応して参るということで、今お話があった訳で 今後の自衛官の募集についてでございますが、委

ございますけれども、影響があるとお考えなのかどうなの 員ご指摘の集団的自衛権の行使につきましては、今

かをお聞きしている訳でございますね。今までの自衛官 後、自衛隊法など関係法令の改正に伴う、国会審議

の募集は、戦争に行くということを前提にはしていなかっ がなされるものと承知をいたしております。

た。我が国を守る専守防衛ということで、そのことは当然 自衛官の募集事務などを含む今後の扱いにつきま

のことながら、自衛隊員の皆さんが常に心の中にあって しては、そうしたものを踏まえ国において定められるも

やっておられるし、災害対策についても自らの任務とし のと承知をいたしており、道といたしましてはそうした状

て、今回の御嶽山ところも、これは自衛隊を中心としての 況を踏まえ適切に対応してまいりたいと考えておりま

救助作業、災害対策をしてると思う訳ですが、そこには留 す。
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まらない海外の戦地へ派遣をされると、そこでは、死も当

然のことながら想定されるということは、新たにこれから起

こるわけです。

したがって、それは募集にどのように影響するとお考え

ですかとお聞きした訳でございますから、その影響がある

と思っているのか、ないと思っているのかだけでも、はっ

きりお答え願いたいと思います。

これで終わりにしますけれども、もう時期的には、たとえ

ば高校卒業される方は来年の就職のこと考える訳でござ

いまして、当然のことながら、協力会を含めて、各学校等

にも、それらのことについて募集についてお願いに行っ

てると思う訳でございます。それは、今先ほど申しました

けれども、テレビで「果てしなく広がる夢」だとか、そういう

ことではなく現実的な問題ということになっていくだろうと

思っている訳で、先ほど部長がお答えになったのは、来

年の統一自治体選挙の後に自衛隊法も変わっていくだ

ろうということはそれはそれでわかりますけれども、しかし

もう、７月１日に閣議決定をされていく、そして関連法は

先ほど言ったような時期であると。

だとすれば、来年募集を受けて、その募集に沿って、

自衛隊を受けようという方々には、予めきちっと本当のこ

とを伝えていかなければならないと思う訳でございまし

て、単に国からということではなくて、そのお手伝いもされ

てる皆さんでございますから、是非、そのことを十分、心

の中にとめて対応をよろしくお願いしたいとして、私の質

問を終わります。


